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北九州市門司麦酒煉瓦館の新しい活用について 
 

 

 

北九州市門司麦酒煉瓦館（以下、麦酒煉瓦館）は、指定管理施設として運営を行ってきた

が、利用者減少による収支状況の悪化、施設の老朽化などの問題を抱えており、施設の位

置づけや管理運営を見直した（令和 4 年 12 月建設建築委員会にて報告）。 

今回、建物の現況調査および活用意向のある民間事業者等からのヒアリングを踏まえ、

貸し付け条件を整理し、事業者公募を行うもの。 

 

 

１  これまでの経緯  

 
  

平成 17 年（ 2 0 0 5 ） 旧サッポロビール九州工場の事務所棟を譲り受け、「ビール工場発展の

歴史等が体感できる施設」「地域の活性化に寄与する施設」として門司麦

酒煉瓦館を開館。運営は指定管理※1 
    

令和４年（ 2 0 2 2 ） 施設の位置づけや管理運営のあり方を見直し、今後の方針※2 を発表。 

・指定管理期間を２年延長（令和６年度末まで） 
    

令和５年（ 2 0 2 3 ） 公募条件を精査するため、現状で建物を貸す際の条件等について、民間

事業者へのヒアリングを実施 
  

 

 

※1 指定管理制度による管理運営を行い、入館料や駐車場収入等により運営費を賄う完全利

用料金制を採用。現在の管理者は、「ＮＰＯ法人 門司赤煉瓦倶楽部」。（令和６年度まで） 

 

 

※2 今後の方針 （令和４年１２月） 

（１）歴史的建造物や美しい街並みの保全といった基本理念を守りながら、地域の方々に幅

広く活用して貰える場として赤煉瓦プレイスの一体的な魅力向上に取り組む。 

(２)民間事業者による利活用の可能性があることから、土地・建物の貸付を前提に企画提

案型の公募を実施。そのため、さらにヒアリングを進め、具体的な公募条件等を精査。 

（３）安全・安心に建物を活用してもらうための改修を検討。 

  

令 和 ６ 年 ６ 月 ２ ７ 日 

建 設 建 築 委 員 会 資 料 

都市戦略局都市再生企画課 
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２  公募概要  

（１）対象施設 

①と②をセットにして、新しい活用方法、貸付期間中の建物改修・維持管理および賃

料を総合的に提案する形で事業者を募集。 

 ① 門司麦酒煉瓦館 ② 駐車場 

敷地面積 837 ㎡ 4,449 ㎡ 

建物 煉瓦造 2 階建て 

解体することなく、建物の新しい活用方

法を募集。 

地域の活性化に資するものとして期待。 

現在なし 

８０台分の共用駐車スペ

ースを確保する前提で、

新たに建築可 

貸付期間 使用貸借１０年（更新あり） 事業定期借地 20 年 

 

（２）市が求める基本条件 

① 歴史的建造物や美しい街並みとの調和（国の登録有形文化財等を保持） 

② 地域住民等が築いてきたコミュニティと連携し、門司赤煉瓦プレイスの一体的な魅

力向上につながる施設運営 

③ 地域の方々をはじめとして幅広く活用したくなる施設運営 

④ 契約期間内において、安全・安心に利用してもらうための建物改修および維持管理 

 

３  審査のポイント  

有識者で構成する事業者検討会にて審査を行い、合計得点の一番高い者を優先交渉

権者とする。 

評価項目 配点 

① 運営事業者としての適性 

（管理運営の理念・方針、人的・財政基盤、実績） 
１５ 

② 事業の実現性と継続性 

（提案内容、施設計画、改修・修繕計画、運営計画） 
５５ 

③ 地域社会への貢献 １０ 

④ 賃料 ２０ 

 計１００ 

 

４  今後のスケジュール（予定）  

令和６年 6 月下旬 事業者募集 

～9 月下旬  

令和６年 10 月下旬 事業者検討会にて優先交渉権者決定。契約に向けた協議開始。 

令和６年 12 月議会 普通財産化する条例改正議案提出。 

令和７年度 協議が整い次第、貸借契約。 

新事業者の下でのリニューアル工事など準備完了後、運営開始。 
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別 紙 

【対象エリア】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【建物の現状】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⾨司⾚煉⽡プレイス 

① ⾨司⻨酒煉⽡館 

土地面積 837.11 ㎡ 
延床面積 468.29 ㎡ 

② 駐⾞場 

土地面積 4,448.55 ㎡ 
⾚煉⽡交流館 

飲食店 
旧醸造棟 

※面積はいずれも公募面積による 

▲建物全景 

国道 199 号 ←至小倉 至門司港→ 

▼駐車場全景 


